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衆
議
院
議
員
福
田
玄
君
提
出
日
本
航
空
の
運
航
乗
務
員
に
よ
る
過
剰
飲
酒
を
原
因
と
す
る
遅
延
に
か
か
る
一
部
報
道
に
関
す

る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。 
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衆
議
院
議
員
福
田
玄
君
提
出
日
本
航
空
の
運
航
乗
務
員
に
よ
る
過
剰
飲
酒
を
原
因
と
す
る
遅
延
に
か
か
る
一
部
報
道
に

関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一
に
つ
い
て 

 
 

御
指
摘
の
報
道
の
「
「
箝
口
令
を
敷
く
」
方
針
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
御
指
摘
の
「
ア

ル
コ
ー
ル
」
に
関
す
る
お
尋
ね
の
「
国
土
交
通
省
」
へ
の
「
報
告
」
に
つ
い
て
は
、
「
航
空
法
第
百
十
一
条
の
四
に
基
づ
く

安
全
上
の
支
障
を
及
ぼ
す
事
態
の
報
告
要
領
細
則
」
（
平
成
二
十
六
年
九
月
十
一
日
付
け
国
官
参
事
第
八
百
八
十
六
号
国
土

交
通
省
航
空
局
安
全
部
航
空
事
業
安
全
室
長
通
達
（
最
終
改
正 

令
和
六
年
三
月
二
十
六
日
）
）
に
記
載
の
「
航
空
機
乗
組

員
が
、
ア
ル
コ
ー
ル
の
影
響
で
正
常
な
運
航
が
で
き
な
い
お
そ
れ
が
あ
る
状
態
で
航
空
業
務
を
行
っ
た
事
態
」
、
「
航
空
機

乗
組
員
が
、
酒
気
を
帯
び
た
状
態
・
・
・
で
飛
行
勤
務
を
行
っ
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
事
態
」
、
「
航
空
機
乗
組
員
が
、
運

航
規
程
に
基
づ
く
ア
ル
コ
ー
ル
検
査
を
適
切
に
行
わ
な
か
っ
た
事
態
」
及
び
「
航
空
機
乗
組
員
が
、
運
航
規
程
に
定
め
ら
れ

て
い
る
飲
酒
禁
止
期
間
内
に
飲
酒
を
行
っ
た
事
態
」
の
い
ず
れ
か
が
発
生
し
た
場
合
に
は
、
原
則
と
し
て
、
事
態
の
発
生
日

か
ら
三
日
以
内
の
報
告
を
求
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

 
 

一
般
論
と
し
て
申
し
上
げ
れ
ば
、
お
尋
ね
の
「
運
航
乗
務
員
の
過
度
な
飲
酒
が
原
因
に
よ
る
遅
延
」
及
び
「
乗
務
前
の
呼
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気
検
査
で
ア
ル
コ
ー
ル
の
基
準
値
を
下
回
る
よ
う
に
意
図
的
に
検
査
実
施
を
遅
延
さ
せ
る
よ
う
な
行
為
」
が
先
に
述
べ
た
事

態
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
個
別
具
体
的
な
状
況
に
よ
る
も
の
と
考
え
る
。 

 
 

そ
の
上
で
、
御
指
摘
の
「
今
般
の
事
例
」
に
つ
い
て
は
、
令
和
七
年
一
月
二
十
四
日
に
日
本
航
空
株
式
会
社
（
以
下
「
会

社
」
と
い
う
。
）
か
ら
国
土
交
通
省
に
提
出
さ
れ
た
「
航
空
輸
送
の
安
全
の
確
保
に
向
け
た
更
な
る
取
組
み
に
つ
い
て
（
業

務
改
善
勧
告
）
の
ご
報
告
」
（
以
下
「
報
告
書
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
、
「
運
航
本
部
内
で
飛
行
勤
務
の
定
義
へ
の
誤
解

が
あ
っ
た
た
め
、
義
務
報
告
に
は
該
当
し
な
い
と
判
断
し
た
」
こ
と
等
に
よ
り
、
会
社
に
よ
る
同
省
へ
の
「
報
告
が
遅
れ
た
」

と
さ
れ
て
い
る
が
、
同
省
と
し
て
は
、
先
に
述
べ
た
「
航
空
機
乗
組
員
が
、
酒
気
を
帯
び
た
状
態
・
・
・
で
飛
行
勤
務
を
行

っ
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
事
態
」
等
に
該
当
す
る
こ
と
か
ら
、
報
告
の
対
象
で
あ
る
と
認
識
し
て
お
り
、
令
和
六
年
十
二
月

二
十
七
日
に
会
社
に
対
し
て
「
航
空
輸
送
の
安
全
確
保
に
関
す
る
業
務
改
善
勧
告
」
（
以
下
「
業
務
改
善
勧
告
」
と
い
う
。
）

を
発
出
し
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
業
務
改
善
勧
告
に
記
載
の
と
お
り
、
会
社
に
お
い
て
、
「
問
題
が
発
生
し
た
場
合
に
は
迅
速

に
社
内
に
共
有
さ
れ
、
必
要
な
報
告
を
行
う
な
ど
の
措
置
が
確
実
に
講
じ
ら
れ
る
よ
う
安
全
管
理
体
制
を
再
構
築
す
る
こ
と
」

等
の
「
措
置
を
速
や
か
に
講
ず
る
」
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
る
。 

二
に
つ
い
て 



 

３ 

 

 
 

国
土
交
通
省
と
し
て
は
、
業
務
改
善
勧
告
に
お
い
て
、
「
問
題
が
発
生
し
た
場
合
に
は
迅
速
に
社
内
に
共
有
さ
れ
、
必
要

な
報
告
を
行
う
な
ど
の
措
置
が
確
実
に
講
じ
ら
れ
る
よ
う
安
全
管
理
体
制
を
再
構
築
す
る
こ
と
」
等
に
つ
い
て
、
会
社
に
対

し
て
指
導
し
て
お
り
、
会
社
に
お
い
て
は
、
報
告
書
に
基
づ
き
、
「
全
社
員
を
対
象
」
と
し
て
「
ア
サ
ー
シ
ョ
ン
を
受
け
入

れ
る
文
化
の
醸
成
の
視
点
」
を
含
め
た
「
安
全
文
化
お
よ
び
当
事
者
意
識
醸
成
に
向
け
た
教
育
」
を
実
施
す
る
と
と
も
に
、

「
役
員
」
等
を
対
象
と
し
て
「
第
三
者
の
専
門
機
関
に
よ
る
危
機
管
理
に
関
す
る
特
別
教
育
」
を
実
施
す
る
こ
と
と
し
、
さ

ら
に
、
「
運
航
本
部
内
外
の
情
報
連
絡
体
制
の
総
点
検
」
を
含
む
「
運
航
本
部
の
組
織
体
制
・
風
土
改
革
」
等
を
実
施
す
る

こ
と
と
し
て
い
る
と
承
知
し
て
い
る
が
、
お
尋
ね
の
「
経
営
陣
の
刷
新
」
に
つ
い
て
は
、
一
義
的
に
は
会
社
に
お
い
て
判
断

さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。 


